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一章 仏教学のはじま り

仏教 につ い ての教 学 の営 み は、近 世 におい て各 宗 派 の学林 、檀 林 な どの 学僧

に よって担 われ て いた の が、近 代 の教育 制度 確 立 に よって 、西洋 流 の高等 教育

を経験 した知識 人 によ って担 われ るよ うに なっ た。1よ く知 られ る よ うに、大

学 にお け る仏教 学講 義 は 、『明治 十二(一 人七 九)年 に原 坦 山が東 京大 学文 学部

和 漢文 学科 の仏書 講読 を行 った のを 嚆矢 とす る。2明 治 十 四年 には、東 京 大学

の組織 の改 正 が あ り、 哲学 科 の科 目に 印度 及 支 那哲 学が 新設 され た。 翌年 に も

改 正 は続 き、哲 学科 授 業科 目が西洋 哲学 と東 洋 哲学 に二 分 されて 、井 上哲 次郎

が助教授 として東洋 哲 学 を担 当 した。原 の講 義 は、東 洋 哲学 の なか の印度 哲学

の科 目と して継 続 して い く。マ ックス ・ミュー ラー の も とで梵 語 とイ ン ド学 を

学 ん で帰 国 した南条 文 雄 が、 明治十 八年 に東 京 大学 講師 となって 、サ ンス ク リ

ッ ト語 を教 える よ うに な った。

「東洋 哲 学」 の構 想 は 、東 京 大学 文学部 の設 立 にかか わ った井 上哲 次郎 に よ

って打 ち 出 され た もの で あった。哲 学 を西洋 哲 学の みで 考 え るの では な く、「東

洋 哲学 」 が必要 で あ り、仏 教 、儒教 の哲 学、 宗 教 を教 え る講 義が 設置 され た。

こ うした和 漢 の学 を復 興 しよ うとす る動 き は、 井上 一人 の意 図で は なかっ た。

明治十 五年 には古典 講 習科 が文 学部 付属 と して設 置 され 、正 史 ・雑 史 ・法 制 な

どの教科 の修業 を行 っ た が、「当時 の欧化 主義 に対 して 国体 の尊厳 を 明徴 に しよ

うとす るもの であ った 」3と 指摘 され てい る。

井 上哲 次郎 は 、明 治十 七(一 八 八 四)年 よ り ドイ ツへ 留学 し、 五年後 に帰 国

し教授 に就 任 し、「比較 宗教 及東 洋哲 学」を担 当す るよ うにな った。明治二 十三

年 に総長 加 藤 弘之 は、 文部省 に印度 哲学 と梵 語 学 を一講 座 とす べ きで あ る とい

う答 申をす るが 、実現 され なか った。4明 治 二十 四年 に 内村鑑 三 不敬事 件 がお

1日 本の仏教学史を振 り返
った近年の研究 としては、末木文美士 「仏教学における日本仏

教研究」(『日本仏教思想史論考』大蔵出版社、一九九三年)、大西薫 「日本近代仏教学

の起源」(『日本仏教学会年報』六六号、二〇〇〇年)。
2東 京帝国大学編 『東京帝国大学学術大観総説文学部』(一九四二年)

、三三九～三四〇頁。
3同 上

、一八七頁。
4東 京大学百年編纂委員会編 『東京大学百年史 部局史一』(東京大学出版

、一九八六年)、
五二五頁。
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こ り、翌年 に は井上 が 、教育 勅語 とキ リス ト教 をめ ぐる論 争 を巻 き起 こ した。

明治二 十六 年 に文学 部講 座制 が施 行 され 、哲 学史 第一 講座 を井上 が 、第 二講座

を クローバ ー が担 当 した。井 上 は、 明治 二十 四年 か ら明治 三 十年 ま で に印度哲

学 史 を講義 し、5明 治 三十 年 か らは 日本儒 学史 の講義 をは じめた。仏 教研 究 で

は、 明治二 十三年 に村上 専精 が講 師 に就任 し、明 治三 十二 年 に高楠 順 次郎 が博

言 学科 教授 に就任 した が、二 年後 には梵 語学講 座 の教授 となった 。 明治三 十一

年 に姉 崎正 治 は、井 上 の 「比 較宗 教及 東 洋哲学 」 を 引き継 ぎ、宗 教学 を教 え る

こ とにな った。6明 治 三十 八年 に宗 教 学講座 が設 置 され て 、西洋 留学 か ら戻 っ

た姉 崎 が、 教授 として着任 した。 明治 三 十四年 の 高楠 の教 授就 任 、 明治三 十八

年 の姉 崎の 教授就 任 が 、 日本 の仏 教学 、 宗教学 の は じま りの画 期 で あった 。以

上 、東京 大 学 にお ける仏教 学 、宗 教学 にかか わ る出来事 を一暼 して きたが 、 関

連す る事 柄 を四点 指摘 してお き たい。

第一 に、 仏教 学 の場合 には 、漢籍 の 素養 に裏 打 ち され た 大乗 仏 教 を研 究 した

原 坦 山、村 上専精 が仏 教学 の 先駆 となっ た こ とで あ る。 そ の点 で は、漢 籍 学習

の伝 統 が、近 代 に も継 続 し、 仏教 学 の素地 をつ く りあ げた 。 その後 に西 洋 に留

学 した南 条文 雄 、高楠 順次 郎 が帰 国 して 、文献 学、 サ ンス ク リッ ト語 、パ ー リ

語 に も とつ く西洋 流 の仏教 学 が受容 された。

第二 に、井上 哲次 郎 が提 唱 した 「東 洋哲学 」の 問題 で あ る。 「東 洋 哲学 」の提

唱 の背景 に は、 キ リス ト教 の社 会 的 な影 響力 拡 大 にたい す る危機 意 識 と、西 洋

の学術 摂 取 に対す る反省 か ら和 漢 の学 問 の見直 しを図 ろ うとす る意識 が働 いて

い た。7政 府 が主 管す る大 学 で、 宗教 が研 究 され る こ とへ の懸念 もあ った と思

われ るが 、 「東 洋哲 学 」 とい う分野名 に よって捉 え返 され る こ とによっ て仏教 、

儒 教 は、大 学制 度 内で研 究 され うる対象 になっ た。 そ こで は仏 教 、儒 教 は宗 教

で ある よ り、哲学 で あ るこ とが証 明 されね ば な らな か った。 「印度 哲学 」、8「支

那 哲学 」 は、 こ うした過 程 の なか で成 立 したが 、 これ らの分 野 の研 究者 は、仏

教 、儒 教 の通俗 道徳 的 、 日常習慣 的 な 局面で は な く、西洋 哲 学 に比肩 す る ほ ど

の哲学 的 な深遠 さ、論 理性 、難 解 さを好 んで語 るよ うにな った 。言い か えれ ば、

西 洋哲 学 の語彙 、観 念 を以 っ て、仏 教 、儒教 が 「東洋 哲 学」 と して語 られ は じ

めた ので あった 。

第三 に、高楠順 次 郎 の仏教 学 は、サ ンス ク リッ ト語学 講座 で始 ま ってい たが 、

5今 西順 吉 「わが 国最初 の 「印度 哲 学史 」講 義( 一)(二)(三)」(『 北海道 大学 文学 部紀 要』

三九巻 一 号、三 九巻 二号 、 とも に一九 九〇年 、 四二巻 一号 、一 九九 三年)。
6磯 前順 一 ・深 沢英 隆 編 『近 代 日本 にお け る知識 人 と宗 教』(東 京 堂 出版 、二 〇〇 二年)、

二七頁。
7注(2)の 『東京 帝国 大学 学術 大観総 説 文学部 』三 三一 頁。
8宇 井伯 壽 「特 別講 演 「印度 哲学 」命 名 の 由来」(同 『イ ン ド哲學 か ら佛 教へ 』岩 波書店 、

一 九七 六年)
。
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東京帝国大学の印度哲学講座は、大正年間になって初めて開設された。京都帝

国大学、東北帝国大学に設置された仏教学の講座をあわせて考えると、大正年

間に仏教学を取り囲む制度的環境は、飛躍的に充実した。

第四に、仏教学確立とともに、宗教学者は仏教研究を仏教学の専門家に任せ

て、それ以外の領域に研究対象を求め始めた。インドの根本仏教の研究者であ

った姉崎正治は、キリシタン、日蓮、聖徳太子を研究しはじめ、姉崎門下は、

民族学、社会学の研究にとりくみ、仏教学と宗教学との棲み分けが図られた。

換言すると、宗教学とともにあった仏教学が、制度的条件が整 うにしたがって、

しだいに仏教学として自立していった。

二章 宗教教育の禁止

日清戦 争 開始 直前 の 明治 二十 七年(一 人九 四)七 月 に 、政府 は 日英通 商 航海

条約 の調 印 にこ ぎつ け 、明 治二 十九 年 には他 の 国 と も同様 の条 約 を結 んだ 。 明

治 三十 二年 か らは 、新 条約 が発 効 した。 それ ま で外 国人居 留地 に住ん でい た外

国 人が 、 日本 の内地 に おい て居住 し、旅行 し、 営業 を行 い、 さ らに は土地 所有

をもで き る よ うに なっ た。 いわ ゆ る内地雑 居 の 時代 にな った。 条約 改正 の 話 が

で た頃 よ り、 内地雑 居 の こ とは、話 題 にな って お り、外 国人 の 内地雑居 を恐れ

る声 はあ った。 内地 雑居 になれ ば 、キ リス ト教 の宣教 が 一層盛 ん に なる とい う

予測 か ら、 政府 は 、一 定の枠 の中 でキ リス ト教 を認知 し、監督 し、抑 制す るこ

とを望 んで い た。

当初 、文 部省 は 、私 立学校 令 の原 案 に訓令 十 二号 と同 じ内容 の規定 を も りこ

ん だ。9政 府 は、 この 文部省 案 を、 当時条 約 改正 に関 す る諸事 項 を調査 してい

た 法典調 査 会 に諮 問を した が、 法典 調査 会 は、 この よ うな条項 を勅令 に入 れ る

こ とは穏 当で はな い こ とを答 申 し、削 除す る よ うに求 めた。外 務省 もまた 、信

教 の 自由 に抵触 す る条 項の 削除 を求 めた。 この ことは内 閣 にお いて も意 見 が分

か れて しまい 、私 立学校 令 に は入れ ず に、文 部 大 臣の訓 令 とい うかた ちで 公布

された。 そ の訓令十 二 号 を引用 してみ よ う。

「一般の教育をして宗教の外に特立せしむるは学政上最必要とす。依て官立公

立学校及学科課程に関し法令の規定ある学校に於ては、課程外たりとも、宗教

上の教育を施し、又は宗教上の儀式を行 うことを許さざるべし」lo

9佐 伯友弘 「明治三十二年 私立学校令の成立過程」(『目本の教育史学』二十人集
、一九

八五年)。
10『明治以降教育制度発達史 第一巻』(龍吟社

、一九三八年)六 六二頁。
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公 共 の学校 教 育 は、宗教 の外 にあ るべ きだ とい う政府 の行 政 上 の立場 が 前面

にでた 条項 で ある。 も しこの 訓令 に違 反 すれ ば、 私立 学校 令第 十号 に よって 、

学校 閉 鎖 を命 じられ るこ とにな る。 その反 対 に宗 教教 育 を行 ない 、祈 りや 儀 式

を実施 す るな らば 、文 部省 は 、「学科 課 程 に関 し法令 規定 あ る学校 」 と して は認

めず 、 そ の結果 、徴 兵猶 予 と上級 学校 進 学 の資格 を取 り消 され る こ とに な る。

キ リス ト教 学校 は 、 こ うしたジ レンマ と苦渋 の選 択 を迫 られ る こ とにな った。

二 つの 選択 肢 しか残 され て いな い。 一つ は 、 ミ ッシ ョンス クール の建 学 の精神

を生か して、文部省 の公 認 を失 うか 、も う一つ は、建 学 の精 神 に こだ わ らず に、

文 部省 公認 を受 けるか であ る。前 者 を選 択 したの は、青 山学 院 、明治 学 院 な ど

であ り、後 者 を選 択 したの は、 同志 社 、立教 学 院、 上智大 学 で あっ た。 以下 に

見 るのは 、青 山学 院が お ちい った窮 状 の場合 で あ る。

「か くて 学院 は、 一切 の特 典 を捨 てて 、創 立 の本 旨を貫 き通 す か、 或 は凡 ての

宗教 々育 を廃 止 して 、尋常 中学 校 の資格 を保 つ か 、 とい う岐 路 に立 った 。学 院

内で も種 々 の議論 が生 じ、 他 の基督 教 主義 学校 の 中に は、 訓令 第十 二号 に従 っ

て普通 の中学 校 に転 じた もの もあ った が 、学 院は 、如何 に 生徒 が激減 して も、

創 立 の精神 で もあ る基 督教 主義 教 育 をま も らね ばな らぬ と云 うに決 し、三 十三

年三 月 限 りで、尋 常 中学部 を廃 止 した。 か くて新 しく中等科 を設 け、法 令 以外

に立 っ て、独 特 の教 育方針 を固 く守 って教 育 した ところ、果 して多 くの退 学者

が続 出 し、 或 る学 級 の如 きは残 留者 僅 に一 名 とい うが如 き窮 状 に陥 った 」11

日本 に宣 教師 を派遣 してい るア メ リカ の ミッシ ョン もま た、 訓令 十 二号 に は

関心 を寄せ てい た。各教 派 宣教師 が ニ ュー ヨー クに集 ま り、それ を討 議 した。12

も し宗教 教 育 が中止 す るな らば、 ミ ッシ ョン と して は、 も う金 銭 上の補 助 を与

える こ とはで きな い。 それ ゆえ に 日本 のキ リス ト教主 義学 校 は、 あ らゆ る世俗

の利 益 と政 府 の与 え る特典 を も犠 牲 と して、 キ リス ト教主 義 を維持 す るこ とが

要 望 と して 出 され た。青 山学 院 、明 治学 院 は、 ミッシ ョンの指 示 に従 っ たの で

あった。

キ リス ト系学 校 の関係者 は、文 部省 に足 を運 び、訓 令十 二 号の 撤 回 を要 求 し

た が、 文部 省 は、 断固 として拒否 し、撤 回 に は応 じなか った。 ところが他 方 、

訓令 十 二号 の運 用 につ いて は、 きわ め て緩や か で あ り、文 部省 公認 か ら外 れ た

キ リス ト教 系 学校 に対 して 、す ぐに徴兵 猶 予、 上級学 校進 学 とい う特 権 を復活

させ て、キ リス ト教 系学校 関係 者 を安 堵 させ てい た。B文 部 省 の原則 上 の厳 格

ll『青 山学院 八十 五年 史』(一 九六 〇年)五 十七 頁
。

12『明治 学院 百年 史』(一 九七 七年)二 〇 八 頁
。

13『青 山学院 九十 年史 』(一 九 六五年)二 七 八～ 二八 三頁。
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さ と、運用 上 の緩 さとの アンバ ラ ンス を、いか に説 明す べ きで あ ろ うか。以 下 、

筆者 の 考 え を述 べ てお きた い。

内地雑 居 の時 代 にお いて 、文部省 は、 キ リス ト教 系の学 校 を管理 下 にお こ う

と した こ とは確 か で あった が、 それ だ けで はな かっ た。私 立 学校令 で は 、文部

省 は、 近代 国家 に お け る公教 育 の原則 を確 立 し、堅持 し よ うとした。 明治 三十

二年 の 二月 には、 中学校 令 の改正 、実 業 学校 令 の公布 、 高等 女学校 の公 布 が た

て つづ け に あった。 翌年 の 八月 には小 学 校令 が 改正 され てい る。 この時期 の文

部省 が 打 ち 出 した原 則 とは 、以 下の三 点 に ま とめ るこ とがで き る。

(一)公 教 育 では 、政府 が設 立 した官 立 学校 が担 い 、 中心的 な役割 をはた す

(二)公 教 育 では 、宗 教 を持 ち込む ことは禁 止 され る

(三)私 立学校 は、官 立学 校 の補 完 物 であ り、 公教 育 を担 う場合 には、 官立学

校 と同 じ条件 が適 用 され る。そ れ ゆえ に宗 教系 の学 校 におい て も、官 立 学校 同

様 に、宗 教教 育 は禁止 され る。

訓令 十 二号 の本 文 には 、(二)、(三)が 記 され てい るが 、その前 提 には 、(一)

が あった。 この三 つ の項 目は 、 キ リス ト教 系学 校 のみ を ター ゲ ッ トに してい る

ので はな く、官立 をふ くめて 、全 ての学 校 教育 を念 頭 に置 いた原 則 であ る。 文

部 省 が、キ リス ト教 系学 校 の関係者 に よる訓令 十 二号撤 回 の要求 を拒ん だ の も、

訓令十 二 号 には 、公教 育 の原則 が示 され て お り、 その 点で譲 るつ も りは な かっ

た。 そ して 、そ の原則 はキ リス ト教 系 学校 の み に適 用 した ので は なか った。他

方で 文部 省 は、す ぐに キ リス ト教 系学校 に特権 を復 活 させ て、 不利 にな らない

よ うに配 慮 を働 かせ た。 この こ とは、 キ リス ト教 系学校 か ら特権 を剥 奪 す る こ

とが、訓 令 十二号 の 目的 で はな かった こと を示 してい る。 訓令 十二 号は 、一 九

四五年 まで継 続 して機 能 した が 、私 立 学校 が 大学昇 格 を果 たす 時 に も適 用 され

た ので あ った。

三章 宗教系大学の設立

大正七年(一 九一八)の 大学令では、総合大学を原則としつつも、単科大学

が認められ、私立大学卒業生にも、官立大学と平等の学士号を与えられるよう

にした。大学令によって私立の専門学校は、文部省公認の大学に昇格する可能

が生じた。政府は、年々増加 していく大学入学志願者を受け入れるために、私

立大学を公教育に組み込むことにしたのであった。しかし私立学校の立場から

見ると、大学設立には財団法人を作らねばならず、さらに基本財産を有 し、そ

れの一部を政府に供託金として出さなくてはならなかった。当時の金額で五十
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万 円以上 の供託 金 が求 め られ 、 それ がで き る学校 は 限 られ て いた。

仏 教系 で は、大正 十 一年(一 九 二二)に 両本願 寺 の龍谷 大 学 、大谷 大 学が認

可 され た のが 、仏 教 系で は最 も早 い私 立大 学認 可 の例 であ っ た。14東 西 の真 宗

以外 の宗派 は、 どの よ うに専 門学校 を大 学 に昇格 す るか につ い て明確 な方針 は

す ぐに は立た なか った よ うで あ る。 各宗 単独 で はな く、連 合 大学 を設 立す る方

が よい とい う見解 が、仏教 界 で は出 された。大 正十 一年 十 月 に曹洞 宗 、日蓮宗 、

天台 宗、真 言 古義 、真 言豊 山派 、浄 土宗 、真 言智 山派 の有志 が集 ま っ て、仏 教

連合 大学 設 立 にむ けた会 を発足 させ た。15最 終 的 に は天 台宗 、 浄 土宗 、豊 山

派 の三宗 派 に よる連 合 大学構 想 に 受 け継 がれ て 、そ れ が実現 して、 大正 大学 の

設立 となった。 大 学部 は研 究本位 で ある と ともに、 各宗 派 内で活 動す る教師 養

成機 関 も必 要 で あって 、専 門部 を併 設す るこ とにな った。

大正 十三年(一 九二 四)に 立正 大学 、16大 正 十 四年 に駒 沢大 学 、17大 正十 五

年 に大正 大 学、 高野 山 大学18が 、認 可 され てい った 。 しか し当初 の大 学名 は、

そ のま ま公 認 され なか っ た。仏 教大 学 は龍谷 大学 に、日蓮宗 大学 は立 正 大学 に、

曹洞 宗大 学 は駒 沢 大学 に 、仏教 連合 大 学は 大正 大学 に 、 とい うぐあい に大学 名

の変 更 を余儀 な く され た。 文部 省側 の意 向 が働 き、 私学 とはい え文 部省 の管 轄

下 の大学 に なる以 上、 大学名 か ら宗派色 や仏 教 とい う言葉 は回避 され た。

当時 の文部 省 の専 門学 術局 長 ・松 浦鎮 次郎 は 、宗 教系 大学 につい て 、帝 国大

学 の文科 大学(後 の文 学部)と 同 じよ うに経営 され て 、宗教 の 学術研 究 のみ な

らず 、哲 学、文学 も入 れ るべ きだ と述べ て 、『中外 日報』の イ ンタ ビ ュー に答 え

て 、つ ぎに よ うに語 って い る。

「我国に於ける大学は宗教研究が大学の起源をなさざるのみならず、我大学の

方針は総べての学術に対し自由研究を旨とするが如く、宗教研究に対 しても自

由研究の態度なるが故に、我国に於ては外国の如き性質の神学科を設 くる能は

ず、又た其の必要をも認めず、然らば宗教学研究の為に特に学部を設 くるの必

要あらずやとの問題あれども、吾人の観る所に依れば、宗教の研究は他の学術

研究と関係 して研究せざれば此目的を達し難く、例へば哲学心理、歴史等の各

方面より宗教研究をなすの要あるが故に宗教研究を他の学術より切り離しては

研究を完ふせしめ難ければ独立の学部として之れが機関を設くるの必要あるや

14龍 谷大 学 の大学昇 格 につ いて は
、『龍谷 大学 三 百五十 年史 通 史篇 上巻 』(二 〇〇〇年)

六一 七 ～六三 九頁 、大谷 大 学の 大学昇 格 にっ いて は、『大谷 大学 百年 史 通史 篇』(二 〇

〇一 年)二 七 二～ 二九 四頁。
15『大正 大学五 十年 史』(一 九七 六年)二 七三 頁

。
16『立正 大学 の百二 十年 』(一 九九 二年)二 十 六頁

。
17『駒 沢 大学八 十年 史』(一 九 六二年)二 九五 ～三 一五 頁

。
重8『高野 山五十 年史 』(一 九三六 年)一 二五～ 一 四六頁

。
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否やは疑問なるべし、或は之れと反対の意見を立つる者もあらんも兎に角研究

の余地ある問題なるべし。而して宗教団体の設立に係るとも大学は学術研究を

的として国家須要の人物を作るにあるが故に大学に於て宗教宀を養成し宗教的

訓練を與へ或は宗教儀式を行ふが如きは本令と絶対に相容れざるものなり」(傍

線 、 林)19

松浦 に よ る と、宗 教研 究 は 、他 の学 問 とのか か わ りを もった 自由研 究 で ある

べ きで、他 の分 野 との交流 の 点か らも独 立 の学 部 は望 ま しくない。 た とえ宗 教

団体 の大 学 であ って も、国家 須要 の人材 をつ く るため の学術 研 究 が 目的 で あ り、

大学 内で の宗教 的 訓練 、儀 式 は あ りえない し、大 学令 の趣 旨 に背 くこ とにな る。

ここで の松浦 の発 言 は、文 部 省訓 令十 二号 を継 承 して 、宗 教系 大学 で あっ て も

大学 内で の宗 教教 育 は あっ ては な らない こ とを強調 して い る。 つ ぎに大 学昇 格

の具 体例 を紹介 して お こ う。

大 谷大 学 は、 「真 宗大谷 大 学 」の大学名 を 「大谷 大学 」 に変 えて、 目的 も 「宗

門 の須要 に応 じる学科 を教 授 し及 び其 蘊奥 を研 究せ しむ」とあっ たの を、「仏教

及 び人文 に須 要 な る学術 を教 授 し並 び に其 蘊奥 を攻 究 せ しむ 」へ と変更 した。

科 目の編 成 に関 して も 、宗教 、哲 学 、人文 、語 学 な どに拡 大 して い る。 伝 統的

な言 い方 で あ った 「宗乗 」 「余乗 」 は、 「真 宗学 」 「仏教 学 」 に改 め られ た。

龍 谷大 学 も、元 来 の 「仏教 大 学」 で は認 め られ ず 、現行 の 大学名 に訂 正 して

い る。 大学令 公布 後 、大 学 規則 第一 条 は 「本 学 は仏教 を精究 し、 兼て 之 に関す

る須 要 な る学科 を教 授す る」とあ った のを、「本 学 は仏 教 及 び宗教 ・哲 学 ・文学

に関す る諸 学科 を教 授 し」 と変 更 して い る。 大学 の なか に宗 乗 、余乗 を教 え 、

僧侶 養成 を行 う専 門部 を設 置 してい る。

仏教 系大 学 では 、宗教 学 科 が置 かれ た ところ は多 い。 宗教 学科 の設 置 は、大

学令 の趣 旨に そっ て、 自由な宗 教研 究 を行 うた めの象 徴 的 な もので あっ た。龍

谷 大学 の宗 教学 教授:、野々 村直 太郎 が 、『浄 土教 批判 』を書 いて 、浄 土教 の神話

的 部分 を批 判 して 、近 代 の批判 精神 に耐 え うる信 仰 に な るべ きだ と提 唱 した た

めに 、波紋 を よび 、僧 籍 剥 奪 に なっ た。20龍 谷 大 学 は 、野 々村 事件 で大 い に

揺 れ るが 、 自由の 宗教研 究 が 、宗 門 当局の利 害 と相 容れ な い こ ともあ る こ とを

しめ した事 件 で あっ た。

同志 社大 学 で は、神 学部 を設 置 しよ うと した が 、文部 省 とのや り取 りの なか

で妥 協 して、神 学 科 にな っ た。 文 部省 の局長 ・松浦 は、神 学部 の独 立 は認 め ら

れ な いが 、文 学部 の一 学科 で、独 立 自由に批 評 研 究す るもの であ るな らば 、設

19「大学 令 と宗教研 究 」(『中外 日報 』大 正八年 四月 六 日 ・九 日
、マ イ クロ フィル ム版)。

20『龍 谷大 学三 百五 十年 史 通史 篇上巻 』 六三 九～六 五一 頁
。

121



林 淳

置 して よい と同志社 側 に 回答 した。21同 志社 は 、文 学部 の 中 に神 学科 と英 文

科 を設置 して、大 学 へ昇格 した。

立教大 学 で は、大 学令 を きっか け に して学 生の 中か ら大学 昇格 を求 め る運動

が は じま り、 大学昇 格 の活 動 が は じま った。22巨 額 の供 託金 が必 要 であ っ た

の で、 ア メ リカの聖公 会 に資金 援 助 を求 めた。 文 学部 、商 学部 の二 っ の学 部 か

らは じま り、文 学部 の 四学科 の一 つ が宗 教学 科で あ った。 そ この教 員 は、 旧約

聖 書学 、 キ リス ト教 史、新 約 聖書 学 の研 究 者 が 占めて いた。

関西 学院 大学 も、 大学令 を うけて 学生 が大 学昇 進 を提案 した が 、世界 恐 慌 な

どの影 響 を うけ て昭和 七 年(一 九三 二)ま で 実現 が のび た。23法 文学 部 と商

経 学部 の二 学部 で、 法文 学部 の文 学科 の 六専 攻 の うちの一 つ に宗教 学 専攻 が設

置 され た。 京都 大学 の波 多野 精一 が 、宗教 哲 学 を講師 と して教 え てい た。

大正 十一年(一 九 二 二)に 教 育評議 会 で 、龍谷 大学 、立 教大 学 、大谷 大 学 の

審 査 が為 され た時で 、宗 教 団体 が母 体 にな る こ とに懸 念が 示 され たが 、「大 学 で

は宗教 を学 問の対 象 と してや る」 こ とが確 認 され て 、認 可 され た。24文 部省

に とって の大学 は 、設 立母体 が 宗教 系 か ど うか 、仏教 系 か キ リス ト教 系 か とい

う点 には 、ほ とん ど関 心 を示 さなか っ た。帝 国大 学 と同様 な公 教 育 が行 われ る

こ とを条件 に課 してお り、宗 教 系 の専 門学校 がつ ぎつぎ と大学 昇格 を認 可 され

た。

四章 仏教学の確立

昭和三(一 九二八)年 に、帝国大学の仏教学者と、仏教系大学の仏教学者が

協力して、日本仏教学協会(の ちの日本仏教学会)が 結成された。25渡 辺海

旭が、京都の大学、専門学校の代表者に話を持ちかけ、全国的な仏教研究の学

会創設を提案し、京都側が協議を行い、十二月九日に大谷大学で第一回学術大

会を開くことを決めた。参加団体は、立正大学、駒沢大学、大正大学、祖山学

院(身 延山)、東京大学の印哲宗教学会、東北大学の印度学会、大谷大学、龍谷

大学、高野山大学、仏教専門大学、真言宗京都大学、臨済宗大学、智山勧学院、

西山専門学校、比叡山専修院、名古屋真宗専門学校、京都大学の印度学会の十

七の団体であった。帝国大学と仏教系大学との研究者が、一堂に会して学会を

21谷 脇 由季子 「仏 教系私 学 にお け る僧 侶養 成 と学 問研究 との相 克 」(『日本 の 教育 史学』 三

十 八集 、一 九 九五年)。
22『立 教学 院 百年史 』(一 九七 四年)三 〇 〇～ 三一 一頁

。
23『関西学 院 百年史 通 史篇 一』(一 九九 七年)四 人五 ～五 〇九頁 。
24注(21)と 同 じ

。
25日 本 仏教 学会 編 『日本 仏教 学会 六十年 の歩 み』(日本 仏教 学会 西部 事務 局

、一 九九五 年)、

三一 五 頁。
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結 成 した こ とは、 画期 的 であ った とい って過 言 で はな い。帝 国大 学 と仏 教系 大

学 とが協 力 してい る点 、会 員 が個人 の研 究者 で は な く、研究機 関(宗 派 ご と)

であ る とい う点 におい て、他 の人文 系 の学会 には ない独 自な特色 を もってい た。

帝 国大 学 の仏教 学 にお い ては 、サ ン スク リッ ト語 ・パ ー リ語 の学習 が優 位 と

な り、西洋 の 文献学 をふ ま えた仏教 経典 の綿 密 な研 究 に力 がそそ がれ 、他 方 で

仏 教系 大学 で は、宗 祖 の残 した典籍 研究 や大 乗 仏教経 典 な ど を読 み 、注釈 をっ

けて い く宗 学研 究 が主 と してす す め られ た。 サ ンス ク リッ ト語 ・パー リ語 と、

漢籍 とい う学習 すべ き 言語 の上 で も二重性 が存在 した。

江戸 時代 以来 知識 人 に とっ ては、 和漢 籍の 書 物 を読 む 経験 の蓄 積 が大切 で あ

った。 学僧 、儒 学者 は 、長年 にわた っ て漢籍 に慣 れ親 しんで きた 。 明治 時代 の

知識 人 も、漢籍 教育 を 受 けて、 漢籍 を読 ん で きた。 それ が、 西洋 の学 術や 文物

を受容す る よ うに な る と、 西洋 の語 学 の学習 が 、和漢 籍 の学習 よ りも優位 にな

りは じめて い た。 仏 教 学の 世界 にお い て も、西洋 に留 学 した研 究者 が帝 国大学

の ポ ス トに就 くよ うにな る と、西 洋 の語 学 は もち ろ ん の こ とサ ン ス ク リ ッ ト

語 ・パ ー リ語 を使 った研 究 が進 め られ て、仏 教学 を一 新 させ た。 明治 十二 年 に

漢籍 に精 通 した原 坦 山 が、最 初 に教鞭 を とって いた が、 明治二 十 、三 十年 代 に

はイ ギ リス 、 ドイ ツで仏 教学 を学 ん だ南条 文雄 や 高楠 順次 郎 が、東 京 帝 国大学

で仏 教学 を教 える よ うにな った。 井 上哲 次郎 は 当時 を回想 して、 つ ぎの よ うに

述べ て い る。

「明治初 年 時代 は今 日 と大分 に仏 教 界の事 情 が異 なつ て をつた 。原 坦 山師 の如

き はそ の後無 いや うで ある。(略)さ うして さ う云ふ 当時 の人 々は 皆 な漢学 の素

養 があっ た。(略)次 い で時代 が 一変 した。 それ は研 究 法 の一変 で あ る。凡 てが

科 学 的 と云ふ こ とで あ る。 これ は昔 の人 では及 ぼな くなっ た。 南條 高楠 両博 士

を始 め として梵語 をや るや うに な り、今 では 西蔵語 を もや らね ば な らぬや うに

なっ た。 さ うして西蔵 語 の専 門家 も出来 た。全 く研 究 方法 が変 つ たの であ る。

村 上 専精博 士 も新 時代 に属 す る。」26

井上 が 回顧 す る よ うに研 究 方法 が一 変 し、西 洋 の文 献学 、言語 学 を十 二分 に

踏 ま えた研 究 に変 化 した わ けだが 、 に もかか わ らず 漢訳 経典 を読む 意義 は 、消

えた わ けで はなか っ た。近 代 の知 的世 界一 般 でい うと、漢文 の知 識 は しだ いに

権威 を失 い、 英語 、 ドイ ツ語 、 フラ ンス語 な どの西 洋語 が優 位 に なっ たが 、仏

教 学 では い さ さか 事情 が違 ってい た。 サ ンス ク リッ ト語 ・パ ー リ語 の学 習 が導

入 され た 後で も、 漢文 は読 み継 が れ たか らで あ る。 む しろ漢 文 を 自在 に使 用 で

き る点 が 、西 洋 の仏教 学者 には真似 がで きな い 日本 の研 究者 の得 意 技で あ った。

26同 上
、 六 十 頁 。
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仏教 学 にお いて は、 漢文 絶対優 位 は崩 れ たが 、漢 文 とサ ンス ク リッ ト語 ・パー

リ語 とが並存 して、 両者 を駆使 し仏教 の テ キス トを解読 す るよ うに なっ た。 日

本人 研 究者 は、 漢文 を 自在 に利 用 で きた 点 で西洋研 究者 よ り一頭 地 を抜 いて い

た。

この言語 の 問題 を、 さき の大 学制度 上 の二 重体 制 と関連 させ て み たい。 帝 国

大 学 にお いて は、サ ンスク リッ ト語 ・パ ー リ語 の 学習 が優 位 とな り、イ ン ドの

根本 仏 教 、パー リ仏 教経 典 の研 究 に力が そそ がれ 、他方 で 仏教 系 大学 で は、漢

文修 得 が継続 し、祖 師 の研 究 や漢 文 で書 かれ た大乗 仏教 経 典 な どの 日本仏 教 、

及 び 中国仏 教 の研 究 がす す め られ た。 つ ま りサ ンス ク リ ッ ト語 と漢文 とい う学

習す べ き言語 が、二 重体制 のな かで機 能 的 に分 担 され てい た とい え よ う。

西洋 か ら摂 取 した 仏教 学 と、 江戸 時代 の宗乗 ・余乗 の研 究 を継 承 した仏 教学

が あ る こ とを述 べた が、 さ らにプ ラ クテ ィ スで ある法 式 ・行儀 を学ぶ こ とも仏

教 系大 学 の専科 にお いて 行 われ た。 そ の点 で言 うと、 西洋 の仏 教 学 、漢文 によ

る宗乗 ・余乗 研 究、 法式 ・行 儀 の学 習 とい う三つ の部 門 に分 かれ て 、共存 す る

こ とにな った。

ま とめ

(一)最 初 、宗教 学 とともに あ った仏 教学 は、独 自な分 野 と して 自立 して い き、

帝 国大 学 と仏教 系大 学 の双方 で 仏教 学 の学科 がで きて 、制 度 的 に確 立 した。 そ

れ は、 西洋 の仏 教学 、漢 文 に よる宗 学研 究 、法式 ・行儀 の学 習 の三つ の部 門 か

ら成 り立つ もので あった。

(二)宗 教 教育 の禁止 令 は キ リス ト教系 学校 に は打撃 を与 えたが 、大 学令 で も

強調 され 、宗教 教育 は制約 され た が、宗 教 の学術 的 な研 究(宗 教 学)は 奨 励 さ

れ た。

年表

年号 出来事

1 1879(Ml2) 原坦 山、東大文学部和漢学科で仏書講読

2 1881(Ml4) 東大の哲学科に印度及支那哲学

3 1882(Ml5) 西洋哲学 と東洋哲学(井 上哲次郎担当)

4 1885(Ml8) 南条文雄、東大でサンスクリッ ト語を教授

5 1889(M22) 井上哲次郎、比較宗教及東洋哲学を担 当

6 1890(M23) 村上専精、東大講師

7 1891(M24) 井上哲次郎 「印度哲学史」(M30)

8 1898(M31) 姉崎正治、比較宗教及東洋哲学を引き継 ぐ
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1899(M32)

1899(M32)

1901(M34)

1905(M38)

1906(M39)

1907(M40)

1910(M43)

1913(T2)

1914(T3)

1917(T6)

1917(T6)

1918(T7)

1920(T9)

1921(TlO)

1922(Tll)

1922(Tl1)

1923(Tl2)

1924(Tl3)

1924(T13)

1925(T14)

1926(Tl5)

1926(T15)

1926(Tl5)

1926(T15)

1926(Tl5)

1928(S3)

1930(S5)

文部省訓令12号 「宗教教育の禁止」

高楠順次郎、博言学科教授

東大に梵語学講座(高 楠)

東大に宗教学講座(姉 崎)

京大に印度哲学史(松 本文三郎)

京大に宗教学講座(松 本の兼坦)

京大に梵語梵文学講座

西田幾多郎、京大宗教学教授

『日本大蔵経』の刊行(～TlO)

東大に印度哲学講座←安田財閥の寄付

波多野精一、京大宗教学教授

大学令 によって私立大学公認

東大に神道講座

東大に印度哲学第二講座←釈宗演の寄付

京大宗教学第二講座(基 督教学)← 渡辺荘奨学資金

龍谷大学、大谷大学の設立

東北大学に印度学講座

立正大学の設立

『大正新修大蔵経』の刊行(～S9)

駒沢大学の設立

東大 に印度哲学第三講座

京大 に宗教学第三講座(仏 教学)

九州大学に印度哲学史講座

九州大学 に宗教学講座

大正大学、高野山大学の設立

日本仏教学会の結成

日本宗教学会の結成
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